
�問看��び��予��問看�

�問看�ステーション みもざ ����

（事業の⽬的）

�１� �同��みもざ が開�する�問看�ステーション みもざ （�下「ステーション」という。）が⾏う指�
�問看��び指���予��問看�の事業（�下「事業」という。）の�正な��を�保するために�員�び�理
��に�する事項を�め、ステーションの看��員、理�療�⼠、作業療�⼠�は���覚⼠（�下「看��員
等」という。）が、���状�（��予�にあっては��援状�）であり、主�の�師が必�を�めた利⽤者に�
し、�正な事業の提供を⽬的とする。

（��の��）

�２� 指��問看�の提供に当たって、ステーションの看��員等は、���者の��の�性を踏まえて、�体
的な⽇常⽣活動作の�持、回復を�るとともに、⽣活の�の�保を重�した在宅療�が��できるように�援す
る。

２ 指���予��問看�の提供に当たって、ステーションの看��員等は、��援者が可�な�りその�宅にお
いて、⾃立した⽇常⽣活を�むことができるよう、その療�⽣活を�援するとともに、利⽤者の��の��の�持
回復を�り、もって利⽤者の⽣活��の�持�は向上を⽬指すものとする。

３ 事業の��に当たっては、�����、地域の保�・�療・��サービスとの��な��を�り、��的なサ
ービスの提供に�めるものとする。

（事業�の��等）

�３� 事業を⾏う事業�の���び�在地は、�のとおりとする。

① ��   �問看�ステーション みもざ 

② �在地  �古���⽥��尾頭⼀丁⽬8�14� ヴィラ・グリーンボール503

（�員の�種、員��び��の内�）

�４� ステーションに��する�種、員��び��の内�は�のとおりとする。

（１）�理者  １�

   �理者は、ステーションの従業者の�理�び事業の利⽤の申�みに�る��、業�の��状況の把�その他
の�理を⼀元的に⾏うとともに⾃らも事業の提供に当たる。

（２）看��員  ２．５�上（常��算）

看�師は、�問看���書�び�問看��告書（��予��問看���書�び�問看��告書を�む。）を作成
し、事業の提供に当たる。



（�業⽇�び�業時間）

�５� ステーションの�業⽇�び�業時間は、�のとおりとする。

① �業⽇ ⽉�⽇から金�⽇までとする。ただし、国�の�⽇、１２⽉31⽇から１⽉３⽇までを�く。

② �業時間 午前9時00�から午�6時00�までとする。

③ 電�等により、２４時間常時��が可�な体制とする。

（事業の内�）

�６� 事業の内�は�のとおりとする。

① �状・��の��

② �拭・洗�等による��の保持

③ �事および��等⽇常⽣活の��

④ �ずれの予�・処�

⑤ リハビリテーション

⑥ ターミナルケア

⑦ �知��者の看�

⑧ 療�⽣活や����の指�

⑨ カテーテル等の�理

⑩ その他�師の指⽰による�療処�

（利⽤料等）

�７� 事業を提供した場�の利⽤料の�は、�⽣労働⼤�が�める基�によるものとし、当�事業が��代理受
領サービスであるときには、���酬告⽰上の�に各利⽤者の��保�負担���に��された負担��を乗じた
�とする。

２ ��の�常の��地域を�えて⾏う事業に�した���は、その��地域を�えた地点から⾃宅までの���
の��を徴�する。なお、⾃動⾞を使⽤した場�の���は、��地域を�えた地点から、１キロメートルあたり
20円を徴�する。

３ ��の処�料は、9,000円（�抜き）とする。



４ 前⼆項の�⽤の��いを受ける場�には、利⽤者�はその��に�して事前に�書で��をした上で、��い
に同�する旨の�書に署�（��押�）を受けることとする。

（�常の事業の��地域）

�８� �常の事業の��地域は、�古���⽥�、中�、東�、千種�、昭和�、瑞��、南�とする。

（��時等における����）

�９� 看��員等は、�問看�を��中に、利⽤者の�状に��、その他��事�が⽣じたときは、必�に�じ
て臨時��の⼿当を⾏うとともに、�やかに主�の�師に��し、�切な処�を⾏うこととする。

（�待の�⽌のための措�に�する事項）

�10� ステーションは、�待の発⽣�はその再発を�⽌するため、�の措�を�ずる。

  ① ステーションにおける�待の�⽌のための�策を��する�員�（テレビ電���等を活⽤して⾏うこと
ができるものとする。）を�期的に開�するとともに、その�果について、看��員その他の従業者に周知��を�
ること。

  ② ステーションにおける�待の�⽌のための指�を��すること。

  ③ ステーションにおいて、看��員その他の従業者に�し、�待の�⽌のための研�を�期的に（年1回�
上）��すること。

  ④ 前三�に掲げる措�を�切に��するための担当者を�くこと。

（その他��についての留�事項）

�11� ステーションは、看��員等の�的向上を�るための研�の��を�のとおり�けるものとし、また、業
�体制を��する。

① 採⽤時研� 採⽤�1カ⽉�内

② ��研� 年4回

２ 従業者は業�上知り得た利⽤者�はその��の��を保持する。

３ 従業者であった者に、業�上知り得た利⽤者�はその��の��を保持させるため、従業者でなくなった�に
おいてもこれらの��を保持するべき旨を、従業者との�⽤��の内�に�むものとする。

４ この��に�める事項のほか、��に�する重�事項は�同�� みもざとステーションの�理者との協�に
基づいて�めるものとする。



附 則

この��は、令和6年10⽉1⽇から�⾏する。


